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       包括外部監査の結果に対する措置状況について（通知） 

   奈良市包括外部監査人より提出があった「包括外部監査の結果報告書」につい 

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定に基 

づき、当該監査の結果に対する措置状況を別紙のとおり通知をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

平成 25年度包括外部監査「指定管理者制度の事務の執行及び対象施設の管理運営につい

て」の結果に対する措置状況について 

 

Ⅳ．個別の指定管理者制度導入施設 

42．黒髪山キャンプフィールド 

⑹ 監査の結果及び意見 

・指定管理料について 

（生涯学習課） 

【監査結果】 

指定管理者が市に提出した平成 24年度の事業報告では、指定管理者は指定管理料を全

額使用し、過不足なしと報告しているが、実際には指定管理料を全額使用しておらず、少

額であるが翌年度に繰り越していた。キャンプフィールドの管理に関する年度協定書では、

要した費用が指定管理料に満たないときは返還するものと定められているため、市は返還

を求められたい。 

【措置の内容】 

指定管理者から提出を受けた平成 24年度の事業報告において、翌年度に繰越しされて

いた指定管理料については、平成 27年 3月 27日付で指定管理者から返還を受けました。 


